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1. 凡例 

・文中の△は、記録の際に半角スペースを記録する箇所を示す。 

ただし、英単語の区切り等、半角スペースとなることが自明である箇所は、△は記載せず

スペースを空けたままとする。 

 

・例示の見出し（「タイトル」、「ジャンル・形式用語 1」等）は説明のためのものであり、国

立国会図書館典拠データ検索・提供サービス（Web NDL Authorities）や国立国会図書館

サーチ等の当館サービスでの表示とは異なることがある。 

 

2. ジャンル・形式用語の付与 

・資料の内容の類型や様式を把握し、その資料全体の内容の類型や様式を適切に表す典拠形

アクセス・ポイント（ジャンル・形式用語）（以下、「ジャンル・形式用語」）を付与する。

資料を構成する一部分に対してはジャンル・形式用語を付与しない。 

・付与の際、資料のタイトル、序文、あとがき、解説、帯、カバー等も参考にする。 

・資料が複数のジャンル・形式に合致する場合には、複数のジャンル・形式用語を付与する。 

 

例 

タイトル  ともだちってどんなひと？ 

シリーズタイトル  LLブック： やさしくよめる本 

ジャンル・形式用語 1 児童図書 

ジャンル・形式用語 2 LLブック 

 

2－1．ジャンル・形式用語の新設  

・ジャンル・形式用語を新設するに当たっては、原則として参考図書（オンライン版参考図

書を含む）（以下、「参考図書」）による概念規定を前提とする。 

・ジャンル・形式用語として採用する語は、原則としてその概念を表す代表的な名辞とし、

参考図書での扱いを参考に決定する。 

 

2－2．ジャンル・形式用語の訂正 

・ジャンル・形式用語として採用した語が、時代の変化により使用されなくなった等、典拠

形アクセス・ポイントとしてふさわしくなくなった場合は、より適切な語への訂正を行う。 

・ジャンル・形式用語の訂正は、原則として参考図書を確認の上で行う。 

・検索の便宜を図るために、訂正前のジャンル・形式用語は異形アクセス・ポイントに採用

する。ただし、異形アクセス・ポイントとして採用することがふさわしくないと判断する

場合は、この限りではない。 
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2－3．その他 

・ジャンル・形式用語の新設・訂正の際は、必要に応じて以下の内容を記録する。 

 

(1)異形アクセス・ポイント 

・ジャンル・形式用語に採用しなかった語を異形アクセス・ポイントとすることにより、複

数の語での検索を可能とする。 

・以下のものを異形アクセス・ポイントとして記録する。 

 

(a)参考図書や資料に見られる、異なる表記形、略語等 

 

例 

典拠形アクセス・ポイント  漫画 

異形アクセス・ポイント    コミック 

異形アクセス・ポイント    マンガ 

 

(b)Library of Congress Genre/Form Terms for Library and Archival Materials（以

下、「LCGFT」）のジャンル・形式用語等 

・個々のジャンル・形式用語と同一の概念のLCGFTジャンル・形式用語を記録する。 

・同一の概念がLCGFTに存在しない場合、上位語を記録することはしない。 

・個々のジャンル・形式用語と同一の概念がLCGFTに複数存在する場合、該当する

LCGFTジャンル・形式用語を複数記録する。 

・異形アクセス・ポイントが複数存在する場合、LCGFTジャンル・形式用語はその一番

下に記録する。 

 

・記録形式は以下のとおり。 

① 異形アクセス・ポイント 

LCGFTのジャンル・形式用語を採用する。 

 

② 名称種類 

LCGFTの典拠レコード管理番号（LC Control Number）を記録する。 

 

例 

異形アクセス・ポイント  Legislative histories 

名称種類                LCCN:△gf2011026361 

異形アクセス・ポイント  Legislative materials 

名称種類                LCCN:△gf2011026362 
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(2) 出典 

・ジャンル・形式用語とする用語の出典を記録する。 

 

(a)参考図書 

・年次、版次があるものは必ず記録する。 

 

例 

図書館情報学用語辞典△第 4版 

 

(b)オンライン版参考図書 

・アクセス年月日を丸がっこで囲んで付加する。 

 

例 

デジタル大辞泉△(20210104) 

 

(3)注記 

・ジャンル・形式用語付与作業の手掛かりとなる情報を記録する。 

・注記の種類には、下記のようなものがある。 

 

(a)ジャンル・形式用語の使用範囲の限定 

(b)その他、ジャンル・形式用語使用にあたり留意すべき事項 
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3. 国立国会図書館ジャンル・形式用語表（National Diet Library Genre/Form 

Terms、略称 NDLGFT） 

ジャンル・

形式用語 

異形アクセス・ポイント 備考 

議会資料 Legislative histories 

Legislative materials 

 

 

 

 

議会資料および地方議会資料に使用する。 

図書、逐次刊行物（逐次刊行物に相当する非図

書資料を含む）のうち、「整理区分ごとの書誌デ

ータ水準」（以下、「書誌データ水準」）の整理区

分コード 111、117、131、132、144、211、221、

241、811に該当する資料に使用する。 

児童図書 児童書 

子どもの本 

ヤングアダルト図書 

Children’s book 

Young adult book 

おおむね 18 歳以下を対象とした図書に使用す

る。 

「書誌データ水準」の整理区分コード 114 およ

び 212に該当する資料に使用する。 

児童雑誌 児童誌 

Children's periodicals 

Juvenile periodicals 

おおむね 18 歳以下を対象とした逐次刊行物の

うち、雑誌に使用する。 

逐次刊行物（逐次刊行物に相当する非図書資料

を含む）のうち、「書誌データ水準」の整理区分

コード 131、132、144 に該当する資料に使用す

る。 

漫画 マンガ 

コミック 

コミックス 

劇画 

Comics (Graphic works) 

Manga 

資料のおおむね全体が単一または複数のコマを

構成単位とする絵によって内容を伝える形式の

資料に使用する。 

他の形式と混在する場合は、一冊の大部分が漫

画形式である資料に使用する。 

図書、逐次刊行物（逐次刊行物に相当する非図

書資料を含む）のうち、「書誌データ水準」の整

理区分コード 111、114、115、131、132、144、

211、212に該当する資料に使用する。 

https://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/levels.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/levels.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/levels.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/levels.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/levels.html
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LLブック  知的障害や発達障害のある人などが読みやすい

よう、写真や絵、絵文字、短い言葉などで構成さ

れた資料に使用する。 

図書のうち、「書誌データ水準」の整理区分コー

ド 111、114、115、117に該当する資料に使用す

る。 

楽譜 譜 

譜面 

Score 

Sheet music 

Notated music 

音楽を記号、文字、数字などを用いて、一定の記

譜法のもとに表記した資料に使用する。 

図書および単行の非図書資料のうち、「書誌デー

タ水準」の整理区分コード 114、115、121、122、

211、212、221に該当する資料に使用する。 

コンピュー

タゲーム 

コンピューターゲーム 

ビデオゲーム 

Computer game 

Video game 

パーソナルコンピュータや家庭用の専用端末を

利用して行うゲームのソフトウェアに使用す

る。 

ゲーム端末用ソフトウェアでも実用などの、内

容がゲーム以外である資料には使用しない。 

単行の非図書資料のうち、「書誌データ水準」の

整理区分コード 142、143、161 に該当する資料

に使用する。 

アニメーシ

ョン 

アニメ 

アニメーション映画 

テレビアニメ 

TVアニメーション 

Animation 

OVA 

Animated films 

Animated television 

programs 

絵や人形などを少しずつずらして撮影し、映写

すると動いているように見える動画を用いた映

画、テレビ番組等に使用する。 

単行の非図書資料のうち、「書誌データ水準」の

整理区分コード 141、142、143、161に該当する

資料に使用する。 

住宅地図  日本で主に 1950年代以降に作成された、一棟、

一戸ごとの戸別情報(居住者名・建物名・建物の

平面図等)を記載した地図に使用する。 

地図資料および単行の非図書資料のうち、「書誌

データ水準」の整理区分コード 141、151に該当

する資料に使用する。 

https://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/levels.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/levels.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/levels.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/levels.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/levels.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/levels.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/levels.html
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4. 更新履歴 

項番 項目 内容 更新日 

1 国立国会図書館ジャンル・

形式用語表 

ジャンル・形式用語「漫画」の異形

アクセス・ポイントに「コミックス」

を追加。 

2021/1/4 

2 国立国会図書館ジャンル・

形式用語表 

ジャンル・形式用語「LLブック」の

異形アクセス・ポイントから

「Lättläst」を削除。 

2021/1/4 

3 国立国会図書館ジャンル・

形式用語表 

ジャンル・形式用語「楽譜」「コンピ

ュータゲーム」「アニメーション」を 

追加。 

2022/4/1 

4 国立国会図書館ジャンル・

形式用語表 

ジャンル・形式用語「議会資料」「児

童図書」「漫画」「LLブック」の備考

を修正。 

2022/4/1 

5 国立国会図書館ジャンル・

形式用語表 

ジャンル・形式用語「児童雑誌」「住

宅地図」を追加。 

2023/4/1 

6 国立国会図書館ジャンル・

形式用語表 

ジャンル・形式用語「漫画」の異形

アクセス・ポイントに「Manga」を追

加。 

2023/4/1 

7 国立国会図書館ジャンル・

形式用語表 

ジャンル・形式用語「議会資料」「児

童図書」「漫画」「楽譜」の備考を修

正。 

2024/3/1 

 

 


